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申込 申請書に必要書類（申請者・同居人の所得・

　　　納税証明書、住民票謄本等）を添付して提出

申込期限 ３月１日㈪

家賃 １４，０００円〜５５，０００円（入居する住宅や世

      帯収入・人数によって変動）

敷金　決定した家賃の３カ月分
※入居資格等の詳細は問い合わせください。

　にかほ市雇用拡大奨励金は、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により、解雇や雇い止めなど非自

発的離職を余儀なくされた方を雇い入れた市内事業

者に対し、雇用拡大奨励金を支給するものです。
※詳しくは市ＨＰまたは問い合わせください。

【スポーツ施設利用登録】
▷対象施設　▷仁賀保・金浦・象潟・小出・上浜・

　　　　　　上郷体育館▷武道館（琴浦）▷象潟野

　　　　　　球場（九十九島）▷象潟運動広場（鳥

　　　　　　屋森）▷岡の谷地グラウンド▷仁賀保

　　　　　　テニスコート

▷利用期間　４月～翌年３月
　　　　　　　※屋外施設は１１月から翌年３月中旬まで使

　　　　　　　　用不可です。

　　　　　　　※体育協会・育成団体は年間で受け付け、通

　　　　　　　　常利用は３カ月前から受け付けます。

▷申込期限　２月２５日㈭

▷申込・問合先 スポーツ振興課☎３３－８８５５

【学校体育館利用登録】
▷対象施設　▷各小学校体育館▷各中学校武道場▷
　　　　　　仁賀保・象潟中学校体育館

▷対象団体　年間を通じ計画的利用のスポーツ団体

▷利用期間　４月～翌年３月
　　　　　　　※利用できない種目もあります。

▷申込期限　２月２５日㈭

▷申込・問合先 ▷仁賀保公民館☎３７－３１２１

　　　　　　　　▷金浦公民館☎３８－２０４９

　　　　　　　　▷象潟公民館☎４３－２２２９

　飲食業を営む市内事業者に対して、事業における

水道料金を基礎とした支援金を交付しています。
※昨年５月１日以降に新規開業された飲食店につきましては、

　要件および審査がありますので問い合わせください。

　市営住宅松ヶ丘（象潟：鉄筋３階）  ２０戸

　　　　　　Ｈ ５年築…２ＬＤＫ　１階３戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階２戸

　　　　　　Ｈ ６年築…２ＬＤＫ　１階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階２戸

　　　　　　Ｈ ７年築…２ＬＤＫ　１階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階１戸

　　　　　　Ｈ ８年築…２ＬＤＫ   ３階１戸

　　　　　　Ｈ１０年築…１ＬＤＫ　１階１戸

　　　　　　　　　　　 ２ＬＤＫ   １階１戸

　　　　　　　　　　　 ２ＬＤＫ　３階２戸

　　　　　　Ｈ１４年築…１ＬＤＫ　１階１戸

　　　　　　　　　　　     ２ＬＤＫ　３階２戸

市営住宅建石（象潟：鉄筋３階） ２１戸

　　　　　　Ｓ５３年築…２ＬＤＫ　１階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階３戸

　　　　　　Ｓ５５年築…２ＬＤＫ　２階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階１戸

　　　　　　Ｓ５６年築…２ＬＤＫ　２階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階３戸

　　　　　　Ｓ５７年築…２ＬＤＫ　３階２戸

　　　　　　Ｓ５９年築…２ＬＤＫ　１階１戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階３戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階１戸

特定住宅下山（象潟：木造平屋）　 　５戸

　　　　　　Ｈ　９年築…３ＬＤＫ　　　５戸

市営住宅さくら（仁賀保：鉄筋３階） 　　８戸

　　　　　　Ｓ６３年築…２ＬＤＫ　１階２戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階３戸

　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階３戸

市営住宅はまなす（仁賀保：鉄筋２階） 　 １戸

　　　　　　Ｈ １年築…２ＬＤＫメゾネット式１戸

　市営住宅ひまわり（仁賀保：鉄筋２階） 　 １戸

　　　　　　Ｈ ２年築…２ＬＤＫ　２階１戸

特定住宅つばき（仁賀保：木造２階） 　 １戸

　　　　　　Ｈ ７年築…４ＬＤＫ 　　１戸

問

市営住宅等入居者募集
建設課☎３８－４３０７

問

にかほ市飲食施設経営維持支援金
商工政策課☎４３－７６００

　市内事業所を広く紹介するため、『企業紹介ガイ

ドブック』を作成します。掲載を希望する事業者は、

下記概要を確認のうえ応募ください。
※昨年度、掲載している事業者には別途連絡しています。

問

『企業紹介ガイドブック』掲載事業所募集
商工政策課☎４３－７６００

令和３年７月で義務設置から１０年が経過するこ

とから、住宅用火災警報器の啓発運動を実施します。

設置していない方は早急な設置を、また設置してい

る家庭では定期的な点検をお願いします。なお、設

置から１０年が経過した住宅用火災警報器は交換を

お勧めします。なんと今回は、超神ネイガーとにか

ほっぺんが一緒に啓発運動をお手伝いしてくれます

ので気軽にお立ち寄りください。

問

住宅用火災警報器啓発運動
消防本部☎３８－２３１１

本荘年金事務所☎２４－１１１１
市民課　国保年金班☎３２－３０３２

問

国民年金

日本年金機構ＨＰ

問

非自発的離職者を雇い入れた事業者向け
にかほ市雇用拡大奨励金 相談受付中

商工政策課☎４３－７６００

▷ガイドブックの概要

若者の地元定着と市内事業者の人材確保を促進

　するため、令和４年３月卒業予定の高校生、大学

　生、専門校生向けに市内事業所を紹介

▷対象事業所　市内に本支店のある法人事業所　

▷掲載内容　会社概要、企業ＰＲ、画像等

▷掲載費用　無料

▷応募期限　２月１９日㈮

▷日時　２月２１日㈰・１０：００～１１：３０

▷会場　マックスバリュ武道島店・にかほ店

▷お手伝い時間　▷武道島店…１０：００～１０：３０

　　　　　　　　▷にかほ店…１１：００～１１：３０

　本市に想いのある者が集い、市を取り巻く現状や

諸課題を共有し、理想とする姿の実現に向け協同す

る「にかほ市若者１００人会議」の委員を募集します。

▷募集対象　概ね２０～４０歳代の方

▷任　　期　委嘱の日から２年※報償費を支給します。

▷応募期限 ３月５日㈮

▷応募方法 ①住所②氏名③年齢④性別⑤職業⑥電

　　　　　　話番号⑦関心のある分野⑧応募の動機

　　　　　　を記載のうえ、郵便、メールで応募

▷応  募   先  〒０１８－０１９２

　　　　　　にかほ市象潟町字浜ノ田１番地

　　　　　　まちづくり推進課

　　　　　　✉machidukuri@city.nikaho.lg.jp

　コロナ禍により、外出や体を動かす機会が減ると

身体機能が低下し、腰痛や膝痛の悪化、筋力や体力

の低下を招き、フレイルや要介護状態に近づいてし

まうこともあります。

　コロナ禍でも、自分でできる

介護予防を目指して、介護予防

講演会を開催しますので参加く

ださい。

問

にかほ市若者１００人会議委員を募集
まちづくり推進課☎４３－７５１０

令和３年度スポーツ施設・学校体育館
　　　　　        利用申し込み受け付け

▷日時　①３月４日㈭②１１日㈭・１３：３０～１５：００

▷会場　スマイル

▷内容　①足と腰のおはなし

　　　　　（由利本荘市医師会病院 整形外科医 佐藤心一氏）

　　　　②足腰かろやか教室
　　　　  （理学療法士　笹森仁美氏）※フェイスタオルを１枚持参。

▷対象　６５歳以上で両日とも参加可能な方

▷定員　先着３０人

～年金受給者の皆さんへ～
源泉徴収票を送付しました
　老齢基礎年金や老齢厚生年金は、所得税法上の

「雑所得」として取り扱われます。日本年金機構で

は、これらの年金を受給している皆さんへ「令和２

年分公的年金等の源泉徴収票」を１月中旬から下旬

にかけて送付しています。この源泉徴収票には、令

和２年分として支払われた年金の金額や源泉徴収さ

れた所得税額、扶養親族等の内訳が記載されていま

す。年金以外に所得のある方などは、確定申告の際

にこの源泉徴収票が必要となりますので、大切に保

管してください。

　万が一、源泉徴収票を紛失された場合は、再交付

を受け付けますのでお近くの年金事務所または「ね

んきんダイヤル」（☎０５７０－０５－１１６５）へ申

し出ください。なお、電話による申し出の場合は、

発送までに２週間程度かかりますので、お急ぎの方

は年金事務所へ相談ください。

～定期的なチェックで安心～
年金記録を確認しましょう
　日本年金機構では、毎年１回、誕生月に国民年金

および厚生年金の加入者に対して、年金加入記録を

確認いただくとともに、年金制度に対する理解を深

めていただくことを目的として「ねんきん定期便」

を送付しています。「ねんきん定期便」では、これ

までの年金加入期間や保険料の納付額等に加え、５０

歳以上の方には老齢年金の受給見込額を案内してい

ます。

　また、「ねんきんネット」を利用いただくと、い

つでも自身の年金記録を確認することができるほか、

将来の年金受給見込額を試算すること

もできます。「ねんきんネット」につ

いては、日本年金機構ＨＰをご覧くだ

さい。

年金を増やしませんか？
　国民年金基金は、老齢基礎年金の上積み年金とし

て給付を行う公的な年金制度です。年金額を自分で

設計して増減することも可能で、掛金は全額「社会

保険料控除」の対象となり、受け取る年金にも「公

的年金等控除」があるなど、税制面でも優遇されて

います。

　また、基本型は６５歳から受け取り開始ですが、

２口目以降に６０歳から受け取るタイプもあります。

　次の条件を満たした方が加入できます。

▷国民年金の第１号被保険者で、保険料を全額納め

　ている方

▷国民年金に任意加入している方

コロナ禍でも、自分でできる介護予防を！
地域包括支援センター☎３２－３０４５問


